
 

第８５４回 小浜市教育委員会 
 

                                          と き：令和 5年 4月 17日（月） 

                                                      午後 3時 30分～ 

                      ところ：小浜市役所 4階大会議室西側 

 

 

 

 

                    

１．会議録 第８５３回の承認 

 

 

２．報 告 

報告第６号 諸般の報告 R5. 3.17～R5. 4.16 

        行 事 予 定 R5. 4.17～R5. 5.11 (P1～P4) 

【教育総務課】【生涯学習スポーツ課】 

 報告第７号 小浜市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の制定に

ついて(P5～P7)      【生涯学習スポーツ課】 

 報告第８号 小浜市立学校教職員の勤務時間に関する規則の一部を改正する規則の制

定について(P8～P11)    【教育総務課】 

 報告第９号 小浜市教育委員会個人情報保護規則の一部を改正する規則の制定につい

て(P12～P14)        【教育総務課】 

 

 

３．議 案 

 議案第１２号 小浜市児童福祉審議会委員の推薦について 

 

 

４．教育長報告 

 

 

５．その他 

 



 （３月１７日 ～４月１６日） 【教育総務課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席者（参加者）

3月17日（金） 庁内 【第853回定例教育委員会】 教育長、全委員

3月22日（水） 庁内 令和４年度小浜市食育推進会議
市長、教育長ほか職
員

3月22日（水） 議場 【小浜市議会３月定例会　委員長報告・採決】 教育長他職員

3月28日（火） 庁内 学校教育への寄附に対する感謝状贈呈式
市長、教育長ほか職
員

3月28日（火） 庁内 ＦＭ福井防犯ブザー贈呈式 市長・教育長

3月30日（木） 文化会館 退職教職員感謝状贈呈式 市長・教育長他職員

3月31日（金） 文化会館 市職員退職者辞令交付式 教育長ほか職員

4月3日（月） 働く婦人の家 市職員辞令交付式 市長・教育長

4月3日（月） 働く婦人の家 教育委員会会計年度任用職員辞令交付式 教育長

4月4日（火） 文化会館 市校長会・教頭会
教育長・上田職務代
理者

4月5日（水） 浜っ子こども園 浜っ子こども園　入園式 教育長

諸　般　の　報　告
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 （４月１７日 ～ ５月11日） 【教育総務課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席（参加）予定者

4月17日（月） 庁内 【第854回定例教育委員会】 教育長、全委員

4月20日（木）
4月21日（金）

富山県
射水市

第３３回東海北陸都市教育長協議会定期総会 教育長

4月25日（火） 庁内 小浜の未来を担う総合教育事業プレゼンテーション 教育長、全委員

５月2日（火） JA福井県小浜支店 福井県小学校長学校運営研究大会 市長、教育長

５月11日（木） 庁舎 第１回　就学支援委員会 上田職務代理者

行　事　予　定
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 （３月１７日 ～４月１６日） 【生涯学習スポーツ課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席者（参加者）

3月26日（日） 青少年自然の家 スプリングキャンプ（市子ども会主催） 職員

4月3日（月）
市庁舎302会議

室
第40回OBAMA若狭マラソン大会運営委員会

副市長、教育長、課
長、職員

4月13日（木） 働く婦人の家 小浜市子ども会育成連合会総会 教育長、課長、職員

4月16日（日）
小浜美郷小

グラウンドほか
第40回OBAMA若狭マラソン大会

市長、教育長、部
長、課長、職員

諸　般　の　報　告
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 （４月１７日 ～ ５月11日） 【生涯学習スポーツ課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席（参加）予定者

4月18日（火） 教育長室 小浜市青少年愛護センター専任補導員委嘱式 教育長、課長、職員

4月25日（水） 働く婦人の家 小浜市スポーツ協会総会 課長、職員

4月27日（金） 市民体育館 市スポ少 指導者連絡協議会 課長、職員

4月29日（土）
総合運動場

多目的グラウンド

小浜市春季学童野球大会兼高円宮杯全国日本学童軟式野球大会マクドナ
ルド・トーナメント福井県予選会兼全国スポーツ少年団軟式野球交流大
会福井県予選会小浜予選会（～30日） 開会式

教育長

4月30日（日） 浜中、二中 PTA総会にて部活動の地域移行についての説明 教育長、課長、職員

行　事　予　定
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 報告第７号 

 

小浜市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の制定に

ついて 

 

 

小浜市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の制定を別紙

のとおり専決処分したことについて承認を求める。 

 

令和５年４月１７日 提出 

 

 

                 小浜市教育委員会 

教育長 窪田 光宏 
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   小浜市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の７

の規定に基づき、小浜市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の権限に

属する事務の一部を補助執行させることについて定めるものとする。 

 （補助執行） 

第２条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、別表左欄に掲げる事務

を同表右欄に掲げる職員に補助執行させるものとする。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

補助執行させる事務 補助執行させる職員 

コミュニティセンターにおける社会

教育に関すること。 

企画部未来創造課に属する職員 
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内  容  要  点 

 

報告第７号 小浜市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の制定について 

 

１）制定理由 

  小浜市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例（令和４年小浜市条例第１２号）の制定に伴い、

規則を規定するもの。 

 

２）内容 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の７の規定に基づき、小浜市教育委員

会（以下「教育委員会」という。）の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて定めるものとする。 

 （補助執行） 

第２条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、別表左欄に掲げる事務を同表右欄に掲げる職員に補助執

行させるものとする。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

補助執行させる事務 補助執行させる職員 

コミュニティセンターにおける社

会教育に関すること。 

企画部未来創造課に属する職員 

 

 ３）附則 

  施行日／令和５年４月１日 
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 報告第８号 

 

小浜市立学校教職員の勤務時間に関する規則の一部改正について 

 

 

小浜市立学校教職員の勤務時間に関する規則の一部を改正する規則の制定を

別紙のとおり専決処分したことについて承認を求める。 

 

令和５年４月１７日 提出 

 

 

                 小浜市教育委員会 

教育長 窪田 光宏 
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小浜市立学校教職員の勤務時間に関する規則の一部を改正する規則  

 

小浜市立学校教職員の勤務時間に関する規則（平成１９年教育委員会規則第

３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に、「再任

用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第２項

ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改める。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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内  容  要  点 

 

報告第８号 小浜市立学校教職員の勤務時間に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

 

１）改正理由 

   小浜市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年小浜市条例第２１号）が令和５

年４月１日に施行されることに伴い、所要の改正を行うもの。 

 

２）内容 

 小浜市立学校教職員の勤務時間に関する規則（平成１９年教育委員会規則第３号）の一部を次のように改

正する。 

【改正後・現行比較】 

改正後 現行 

（週休日および勤務時間の割り振り） 

第２条 県勤務時間等条例第３条第１項ただし書の

規定により、小浜市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）は、地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２２条の４第１項の規定により採用され

た職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」とい

う。）および地方公共団体の一般職の任期付職員の

採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）第５

条の規定により採用された職員（以下「任期付短時

間勤務職員」という。）については、月曜日から金

曜日までの５日間において、週休日（勤務時間を割

り振らない日をいう。以下同じ。）を設けることが 

（週休日および勤務時間の割り振り） 

第２条 県勤務時間等条例第３条第１項ただし書の

規定により、小浜市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）は、地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２８条の５第１項の規定により採用され

た職員（以下「再任用短時間勤務職員      」とい

う。）および地方公共団体の一般職の任期付職員の

採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）第５

条の規定により採用された職員（以下「任期付短時

間勤務職員」という。）については、月曜日から金

曜日までの５日間において、週休日（勤務時間を割

り振らない日をいう。以下同じ。）を設けることが 
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できる。 

２ 教育委員会は、月曜日から金曜日までの５日間に

おいて、１日につき７時間４５分の勤務時間を校長

が勤務時間割り振り指定書（様式第１号）により指

定したものに基づき、決定する。ただし、定年前再

任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員

については、１週間ごとの期間について、１日につ

き７時間４５分を超えない範囲内で勤務時間を校

長が割り振り、教育委員会が決定する。 

できる。 

２ 教育委員会は、月曜日から金曜日までの５日間に

おいて、１日につき７時間４５分の勤務時間を校長

が勤務時間割り振り指定書（様式第１号）により指

定したものに基づき、決定する。ただし、再任用短

時間勤務職員      および任期付短時間勤務職員

については、１週間ごとの期間について、１日につ

き７時間４５分を超えない範囲内で勤務時間を校

長が割り振り、教育委員会が決定する。 

３）附則 

  施行日／令和５年４月１日 



12 

 報告第９号 

 

小浜市教育委員会個人情報保護規則の一部改正について 

 

 

小浜市教育委員会個人情報保護規則の一部を改正する規則の制定を別紙のと

おり専決処分したことについて承認を求める。 

 

令和５年４月１７日 提出 

 

 

                 小浜市教育委員会 

教育長 窪田 光宏 
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小浜市教育委員会個人情報保護規則の一部を改正する規則 

 

 小浜市教育委員会個人情報保護規則（平成１５年教育委員会規則第１号）の

一部を次のように改正する。 

 本則中「小浜市個人情報保護条例(平成１４年小浜市条例第３７号)」を「個

人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）および小浜市個人情報

の保護に関する法律施行条例（令和５年小浜市条例第１６号）」に、「小浜市個

人情報保護条例施行規則(平成１５年小浜市規則第１号)」を「小浜市個人情報

の保護に関する法律等施行規則（令和５年小浜市規則第２０号）」に改める。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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内  容  要  点 

 

報告第９号  小浜市教育委員会個人情報保護規則の一部を改正する規則の制定について 

 

１）改正理由 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の改正により、小浜市個人情報保護条例(平成１４年小浜市 

条例第３７号)および小浜市個人情報保護条例施行規則(平成１５年小浜市規則第１号)が廃止され、新たに小浜市個人 

情報の保護に関する法律施行条例（令和５年小浜市条例第１６号）および小浜市個人情報の保護に関する法律等施行規 

則（令和５年小浜市規則第２０号）が施行されたことに伴い、所要の改正を行うもの。 

 

２）内容 

【現行・改正比較】 

改正後 改正前 

小浜市教育委員会における個人情報の取扱いについて

は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）および小浜市個人情報の保護に関する法律施行条例（令

和５年小浜市条例第１６号）に定めるもののほか、小浜市

個人情報の保護に関する法律等施行規則（令和５年小浜市

規則第２０号）の例による。 

小浜市教育委員会における個人情報の取扱いについて

は、小浜市個人情報保護条例（平成１４年小浜市条例第３

７号）                        

             に定めるもののほか、小浜市

個人情報保護条例施行規則（平成１５年小浜市規則第１号） 

       の例による。 

 

３）附則 

施行日／令和５年４月１日 
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 議案第１２号 

 

小浜市児童福祉審議会委員の推薦について 

 

 

小浜市児童福祉審議会委員の推薦を求める。 

 

令和５年４月１７日 提出 

 

 

                 小浜市教育委員会 

教育長 窪田 光宏 
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浜 子 未 第 ３ ４ ５ 号 

令 和 ５ 年 ４ 月 ７ 日 
 
 
小浜市教育委員会 

教育長  窪田 光宏  様 
 
 

小浜市長  松崎  晃治 
（公印省略） 

 
 

小浜市児童福祉審議会委員の推薦について（依頼） 
 
 
 
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
日ごろから、本市の児童福祉行政につきまして、格別のご支援とご指導を賜

り、厚くお礼申し上げます。 
さて、小浜市児童福祉審議会設置条例に基づき、令和５年度および令和６年

度の審議会委員としまして、貴教育委員会の委員様２名を委嘱させていただ

きたいと思います。 

つきましては、貴教育委員会の代表の方を下記により推薦くださいますよ

う依頼申し上げます。 
 
 

記 
 
 
１ 推薦いただく委員数  ２名 
 
２ 委員の任期      令和７年３月３１日まで（２年間） 
 
３ 参考資料       令和３年度～令和４年度 委員名簿 
 
 
 
 

【担当】小浜市民生部子ども未来課 

                   小松、高鳥（内線 183、184） 



  氏 名    所  属   住  所

1 上田 俊彦 小浜市教育委員会の委員
917-0241

小浜市遠敷一丁目1010番地

2 村上 郁子 小浜市教育委員会の委員
917-0032

小浜市尾崎22-15

3 品川 憲治 小浜市民生委員・児童委員
917-0117

小浜市泊7-23

4 古谷 眞知子 小浜市民生委員・児童委員
917-0077

小浜市駅前町7-15

5 坂田 多賀子 小浜市主任児童委員
917-0076

小浜市湯岡20-3

6 松崎 眞理 元学校⾧（学識経験者）
917-0018

小浜市松ヶ崎一丁目4-10

7 西川 弘城 ふれあいスクール所⾧（学識経験者）
917-0026

小浜市多田7-26-2

8 糀谷 恵子 幼児教育指導員（学識経験者）
917-0027

小浜市生守6-14

9 芝 美代子 NPO法人理事⾧（学識経験者）
917-0354

小浜市和多田3-6

1 前野 浩良
2 清水 淳彦
3 高鳥 清美
4 中本 玲子
5 小松 隆次郎
6 池田 裕子
7 緩詰 真由美

子ども未来課 児童保育G 課⾧補佐

子ども未来課 少子化対策・母子福祉G グループリーダー

子ども未来課 少子化対策・母子福祉G 課⾧補佐

子ども未来課 保健・食の安全G グループリーダー

小浜市児童福祉審議会委員名簿

               任期  令和３・４年度

事務局 所   属

民生部⾧
民生部次⾧ （子ども未来課 課⾧）
子ども未来課 児童保育G グループリーダー
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